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「三重県公益法人等年次報告」について

平成１５年度三重県公益法人等年次報告は、県が所管する公益法人及び公益信託に関

する条例（平成１４年三重県条例第４２号。以下「条例」という。）第５１条、及び県が

所管する公益法人及び公益信託に関する条例施行規則（平成１４年三重県規則第５７号。

以下「規則」という。）第３６条、教育委員会関係県が所管する公益法人及び公益信託に

関する条例施行規則（平成１４年９月２７日三重県教育委員会規則第２１号）第３６条

に基づき取りまとめ、三重県公益法人等審議会の意見を聴いたうえで公表するものです。

・条例第５１条 知事等は、公益法人の業務及び財産の状況、公益信託に係る信託事務及び財産の状況並びに公益法

人及び公益信託に係る指導、許可、認可、監督及び検査の状況を、規則で定めるところにより、毎年１回、年次報告

として取りまとめ、審議会の意見を聴いたうえで、これを公表しなければならない。

・規則第３６条 条例第５１条の年次報告は、次に掲げる事項について取りまとめるものとする。

１ 公益法人及び公益信託の現況及びその制度の概要

２ 知事が所管する公益法人及び公益信託の現況

３ 知事が所管する公益法人及び公益信託に対する指導内容等

４ その他知事が必要と認める事項

 平成１５年１０月３１日

三重県知事 野呂 昭彦
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第１章 公益法人制度の概要

第１節 公益法人の定義

１ 公益法人の定義

 公益法人とは、民法第３４条に基づいて設立される社団法人又は財団法人のことであ

り、その設立には、①公益に関する事業を行うこと、②営利を目的としないこと、③主

務官庁の許可を得ることが必要です。

２ 社団法人と財団法人

社団法人は、一定の目的のもとに結合した人の結合体であって、団体として組織、意

思等を持ち、社員とは別個の社会的存在として団体の名において行動する団体です。

財団法人は、一定の目的のもとに拠出され、結合している財産の集まりであって、公

益を目的として管理運営される団体です。

３  広義の公益法人等

社団法人及び財団法人に加え、民法以外の特別法に基づいて設立される公益を目的

とする法人を含めて、広義の公益法人ということがあります。その例としては、学校法

人（私立学校法）、社会福祉法人（社会福祉法）、宗教法人（宗教法人法）、医療法人（医

療法）、更生保護法人（更生保護事業法）、ＮＰＯ法人（特定非営利活動促進法）等があ

ります。これらの法人の設立に当たっては認可主義あるいは認証主義が採られており、

民法に基づく公益法人の設立は許可主義が採られていることに比べて、主務官庁の裁量

の幅が狭まっています。

公益も営利も目的としない中間的な団体については、一般的な法制度として中間法

人法が平成１４年４月に施行されました。また、特別法の規定に基づく中間的な団体と

しては、例えば、労働組合（労働組合法）、信用金庫（信用金庫法）、協同組合（各種の

協同組合法）、共済組合（各種の共済組合法）等があります。

第２節 公益法人に関する法制度

１．公益法人制度の法的根拠

公益法人は、民法第３４条に基づき設立されるものであり、民法第１編第２章〔法人〕

においては、公益法人の設立、公益法人の組織、定款の変更、公益法人の登記、公益法
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人の能力、公益法人の解散等の事項に関する規定が置かれています。

２．三重県における条例等の整備

  三重県においては、三重県知事又は三重県教育委員会の所管に属する公益法人及び公

益信託に係る許可等の手続等を定めることにより、公益法人及び公益信託に係る制度に

ついて、透明性の高い、効率的かつ公正な運用を図り、もって地方分権の時代にふさわ

しい公益を実現するために、県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例（平成１

４年三重県条例第４２号）が制定されています。

また、三重県公安委員会の所管に属する公益法人については、民法や県条例の他に、

三重県公安委員会の所管に属する公益法人の設立、監督等に関する規則が制定されてい

ます。

第３節 公益法人に対する指導監督等に関する制度及び取組

１ 主務官庁制

民法の規定により、公益法人の設立許可及び指導監督に関する権限は、主務官庁に与

えられています。主務官庁とは、公益法人の目的・事業に関連する事務を所掌している

内閣府及び１０省の中央官庁を指し、その目的・事業が複数の中央官庁の所掌に関連す

る場合には、それらの中央官庁が共管として主務官庁になります。

２ 都道府県知事等による事務の処理等

主務官庁の権限は、政令の定めるところにより、国に所属する行政庁に委任したり、

都道府県の知事その他の執行機関が当該権限に属する事務を処理することができる旨民

法に規定されています。この規定に基づき制定された公益法人に係る主務官庁の権限に

属する事務の処理等に関する政令（平成４年政令第１６１号）により、地方支部局の長

への委任や都道府県知事等による事務処理が定められています。

３ 公益法人の所管官庁

公益法人の設立許可、指導監督等に係る事務を実際に担当している行政庁を、「公益法

人の設立許可及び指導監督基準（以下「指導監督基準」という。）」等において、「所管官

庁」と称しています。

統一的な指導監督等の基準としては、「指導監督基準」、「公益法人の設立許可及び指

導監督基準の運用指針（以下「運用指針」という。）等があり、これらの基準等に沿った

指導監督等が行われています。
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４ 三重県における指導監督等を行うための仕組み

  三重県においては、都道府県知事が所管官庁の場合は公益法人の目的とする事業を所

管する知事部局各チームが所管チームとなり、教育委員会が所管官庁の場合は教育委員

会事務局経営チームが所管チームとなります。また、公安委員会が所管官庁の場合は警

察本部各課が所管課となります。

三重県における公益法人の指導監督体制は、知事部局においては公益法人を所管する

各チームが直接、指導監督を行っています。また、各部局に当該部局内の公益法人業務

の総括及び検査を担当するチームが置かれています（検査については、各担当チームが

実施している部局もあります。）。総務局政策法務チームは、各部局に対して総合調整を

行っています。

教育委員会においては、教育委員会経営チームが教育委員会関係の公益法人を直接、

指導監督を行うとともに、検査を実施しています。

なお、出資法人等、県と密接に関連する公益法人については、当該事業に関連するチ

ームと合同で検査を実施しています。

公安委員会においては、公益法人を所管する各課が直接、指導監督及び検査を行い、

警務部警務課が総合調整を行っています。
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第２章 公益法人に関する最近の施策

第１節 公益法人制度の改革

１ 行政改革大綱

平成１２年８月４日の行政改革推進本部における内閣総理大臣からの指示を受け

た検討を踏まえ、同年１２月１日に「行政改革大綱」（資料１）が閣議決定されまし

た。この中で公益法人に対する行政の関与について、官民の役割分担、規制改革、

財政負担の縮減・合理化の観点から、①国から公益法人が委託等、推薦等を受けて

行っている検査・認定・資格付与等の事務・事業及び②国から公益法人に対して交

付される補助金・委託費等について厳しい見直しを行い、１３年度を目途に実施計

画を策定した上で、１７年度末までのできるだけ早い時期に実行することとなりま

した。

  上記大綱の策定を受け、内閣官房に設置された行政改革推進事務局と関係府省と

が必要な検討・調整を行った結果として、平成１４年３月２８日に「公益法人に対

する行政の関与の在り方の改革実施計画」（資料２。以下「実施計画」という。）を

行政改革推進本部に報告し、決定され、翌２９日に閣議決定されました。

  実施計画は、国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・

資格付与等の事務・事業及び国からの公益法人への補助金・委託費等について、集

中改革期間に位置づけられる平成１７年度末までの間に行政委託型公益法人等改革

について取り組む内容を示したものです。

実施計画に掲げる措置を講ずる結果、公益法人に対する行政の関与は相当程度改

善されることとなりますが、なお国の委託等、推薦等を受けて事務・事業を行う公

益法人、国からの補助金等の交付を受ける公益法人等、国と関係のある公益法人が

引き続き存在することとなるため、これらについては、「公益法人に対する国の関与

等を透明化・合理化するための措置（透明化・合理化ルール）」を適用し、行政及び

公益法人の双方において、より一層の透明性、効率性、厳格性の確保を図ることと

なっています。

２ 公益法人制度の抜本的改革

一部公益法人の問題を契機に、国民の公益法人全般に対する見方が厳しくなって

きています。また、いわゆるＮＰＯや中間法人などの非営利法人制度が導入される

一方で、公益法人の設置根拠である民法の関係規定は、制定以来１００年以上にわ

たり基本的に変更されていません。このような状況を踏まえ、行政改革推進事務局

は、平成１３年４月に公表した「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」の中で、

公益法人制度の抜本的改革の必要性について言及し、１３年７月に開催された行政

改革推進本部において、「公益法人制度についての問題意識～抜本的改革に向けて
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～」が報告されました。

その後、最近の社会・経済情勢の進展を踏まえ、民間非営利活動を社会・経済シ

ステムの中に積極的に位置付けるとともに、公益法人について指摘されている諸問

題に適切に対処する観点から、公益法人制度について、関連制度（NPO、中間法人、

公益信託、税制等）を含め抜本的かつ体系的な見直しを行うべく、「公益法人制度の

抜本的改革に向けた取組について」（資料３）が平成１４年３月２９日に閣議決定さ

れました。この見直しに当たっては、関係府省及び民間有識者の協力の下、１４年

度中を目途に「公益法人制度等改革大綱（仮称）」を策定し、１７年度末までを目途

に、これを実施するための法制上の措置その他の必要な措置を講ずることなりまし

た。

また、行政改革推進事務局は、平成１４年４月から数次にわたる有識者ヒアリン

グを実施し、１４年８月２日に「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」

（以下「論点整理」という。）を行政改革推進本部に報告し、公表しました。この論

点整理は、我が国における民間非営利活動の在り方及び現行の公益法人制度とその

問題点について概観し、その上で平成１４年度中を目途に策定する「公益法人制度

等改革大綱（仮称）」の骨格となる改革の基本的枠組み、方向性等について現段階に

おける論点が整理されたものです。

平成１５年６月２７日には、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」（資

料４）が閣議決定されました。これは、平成１４年３月に閣議決定された「公益法

人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」に基づき、取りまとめられたもので

す。この基本方針では、一般的な非営利法人制度として、今の財団・社団の公益法

人制度にかえて、登記だけで設立できる新しい非営利法人の制度を創設し、公益性

がある法人は税制上の優遇措置が受けられる方向が出されました。今後は、平成１

６年末までを目途にさらに基本的枠組みを具体化し、平成１７年度末までに法制上

の措置等を講ずることを目指すこととなっています。

（これまでの経緯）

明２９（１８９６）年

民法制定

→我が国において公益法人制度が始まった。

平１２（２０００）年

１２月 「行政改革大綱」閣議決定

→公益法人に対する行政の関与の在り方について改革を行う閣議決定がされ

た。

平１３（２００１）年

１月 行革大臣から各府省に国所管の公益法人の総点検要請
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→行政の関与のない公益法人の不祥事による批判を踏まえ、要請された。（４

月報告）

４月 「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」公表

→この中で公益法人制度の抜本的改革の必要性について言及された。

７月 「公益法人制度についての問題意識―抜本的改革に向けてー」公表

→公益法人制度についての問題点が整理された。

１２月 与党３党において「公益法人改革基本プログラム合意」

→公益法人の基本制度及び関連制度の全般について抜本的な見直しを行い、

公益法人制度改革の大綱が策定されることとなった。

平１４（２００２）年

３月 「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」閣議決定

→政府として公益法人制度について関連制度（ＮＰＯ、中間法人、公益信託、

税制等）を含め抜本的かつ体系的な見直しを行うことが決定された。

４月 「公益法人制度の抜本的改革の視点と課題」公表

→改革目的、重要性、方向等につき事務局としての問題意識が整理された。

４～６月 公益法人制度に関する有識者からヒアリングを実施

→公益法人制度についての問題点についてディスカッションがされた。

８月 「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」公表

→ヒアリング等を踏まえて改革の論点が整理され、これを叩き台に広く意見

が求められた。

８～９月「論点整理」について意見募集

１０月 意見の概要公表

１１月 公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会開催

→改革の内容につきさらに検討がされた。

１１月 政府税制調査会非営利法人課税ＷＧ開催

２００３（平１５）年

６月「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」閣議決定

→一般的な非営利法人制度として、今の財団・社団の公益法人制度にかえて、

登記だけで設立できる新しい非営利法人の制度を創設し、公益性がある法

人は税制上の優遇措置が受けられる方向が出された。

３ 三重県の取組

（１）県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例

県出資法人その他の外郭団体の多くが民法に基づく公益法人であり、これらの公

益法人に対しては、毎年多額の補助金等が県から交付されています。また、公益法

人一般の問題としては、この数年来、休眠法人などが大きな問題となっています。
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さらには、公益法人等の監督等の事務は地方分権一括法により、平成１４年４月か

らは自治事務となり、条例制定の可能性が拡大されました。このことから、公益法

人の設立に係る許可手続き等、さらに近時、公益事業の実施方法として注目されて

いる公益信託についての手続きを定め、これらの制度について、透明性の高い、効

率的かつ公正な運用を図り、もって地方分権の時代にふさわしい公益を実現するこ

とを目的として、県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例が制定されまし

た。

国においても、特殊法人や行政委託型公益法人の改革が取り組まれ、公益法人制

度を抜本的に見直すことが検討されており、この条例は、現行法の枠内ですが、「国

に先駆けての公益法人改革」を行おうとするものであります。

（２）外郭団体改革

外郭団体（県出資率２５％以上の公益法人、株式会社などの団体及び県が筆頭出

資者である公益法人など）の改革は、県議会行政改革調査特別委員会の審議を経な

がら、団体の統廃合をはじめ、事業の縮小、県関与の見直し、情報公開制度の導入

などを進めてきました。

平成１５年１月には、基本財産の運用リスクの増大等に対応するための資金運用

の基本指針や県の財政支援のあり方など外郭団体全体にわたるシステムの改革及び

個別団体の改革を示した「三重県外郭団体改革方針」を策定し、外郭団体が、この

方針に沿って、簡素で効率的かつ効果的な経営を行えるよう取り組んでいます。

さらに、県議会においては、社会経済情勢の変化に対応し、県が出資法人を通じ

て機動的かつ弾力的に実現しようとする多様な行政目的の確実かつ効果的な達成を

図るため、「県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例」を制定し、平成

１４年１０月から施行しています。

今後、県出資率２５％以上の公益法人などは、この条例に基づき、自らその目的、

事業、経営計画及び経営状況の評価を行うとともに、この評価結果について、知事

等が審査及び評価を行うこととなっています。

第２節 休眠法人、所管不明法人の整理に関する処理

正当な理由なく長期間にわたって事業を行っていない休眠法人、登記はあるが所

管官庁が不明である所管不明法人は、いわゆる「買収」等により役員に就任した者

による目的外事業の実施や、税法上の特典を利用した収益事業の実施など、公益法

人制度の悪用を招くおそれがあります。

その対策として、休眠法人については、昭和５４年に民法の一部改正が行われた

ほか、６０年には「休眠法人の整理に関する統一基準」等が策定され、現在、各府

省では、この基準等に沿って所管の休眠法人の整理に努めています。

一方、所管不明法人については、平成７年度に、「所管不明公益法人調査」が実施

された結果、全国で約１，９００存在し、うち都道府県知事所管では約４７０法人



8

の所管不明法人が存在することが明らかとなりました。これらについては、総理府

から各省庁又は都道府県に割振りを実施し、割り振られた各官庁で、現在処理が進

められています。

三重県においては、２２法人が所管不明法人として存在していましたが、平成 15

年６月１日現在においては２法人となっており、今後も引き続き未処理の所管不明

法人の早急な処理に取り組んでいきます。

第３節 公益法人会計基準の見直しについて

１ 定義

公益法人会計基準は、民法法人の会計について、そのよるべき一般的、標準的な

基準を示したもので主務官庁は、この会計基準をすべての公益法人に適用するよう

指導することを要請されていますが、特別な公益法人や特別な事業については部分

的に適用除外を認めています。

昭和５２年３月公益法人監督事務連絡協議会の申し合わせにより設定され、昭和

５３年４月から実施されましたが、昭和６０年９月公益法人指導監督連絡会議によ

って改正が行われ、昭和６２年４月から新しい基準が実施されています。

２ 会計基準の見直し

公益法人会計基準については、前回改正から１５年以上が経過し、公益法人を取

り巻く状況も一変していることにかんがみ、平成１２年４月から総理府（省庁再編

後は総務省）において公益法人会計基準検討会を開催し、より現状に即した基準の

在り方について検討が行われました。検討の結果、１３年１２月に、国民にとって

理解しやすく、かつ、透明性の高いものとすること、法人の存続性・効率性をチェ

ックできるようにすること等を柱とする「公益法人会計基準の見直しに関する論点

の整理（中間報告）」が公表されました。

こうした検討の結果や、「行政改革大綱」において公益法人会計基準の改善策の検

討を行うこととされていること等を踏まえ、平成１４年３月、公益法人等の指導監

督等に関する関係閣僚会議幹事会の下に有識者で構成する「公益法人会計基準検討

会」が開催されることになり、平成１５年３月、公益法人会計基準検討会による検

討結果を取りまとめた「公益法人会計基準検討会報告書」が公表されました。

今後は、現在進められている公益法人制度の抜本的改革を踏まえ、更に検討が進

められることとされています。

第４節 公務員制度改革大綱に基づく措置

平成１３年１２月２５日に閣議決定された「公務員制度改革大綱」において、適

正な再就職ルールの確立を図るため、公益法人への再就職についても、営利企業や

特殊法人等への再就職とともに、民間法人としての性格を踏まえつつ、所要の見直
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しを行うこととされています。

上記閣議決定を受け、平成１４年３月２９日、公益法人等の指導監督等に関する

関係閣僚会議幹事会において、各府省が所管公益法人に対し指導等すべき具体的事

項を定めた「公務員制度改革大綱に基づく措置について」を申し合わせています。
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第３章 三重県における公益法人の現況

第３章「三重県における公益法人の現況」、第５章「三重県における公益信

託の現況」の基礎となった数値は、平成１４年度公益法人概況調査（調査時点

平成１４年１０月１日）によっています。

公益法人概況調査とは、公益法人の実態を把握するために総務省（大臣官房

管理室）が各省庁に対して、昭和６１年から実施しているものです。

なお、公益法人概況調査においては、共管法人は所管部局それぞれで計上す

ることとなっているため、実数とは一致しません。

１ 公益法人数

図表１は本県における公益法人数と過去５年間の推移を示したものです。

本県における公益法人数は、年々減少傾向にあり、平成１４年１０月 1 日現

在の公益法人は２９３法人で、前年より２法人減少しています。このうち社団

法人数が１４５法人、財団法人数が１４８法人です。

なお、知事部局と教育委員会との共管は２法人です。共管法人を除いた実数

は２９１法人で、社団法人が１４５法人、財団法人数が１４６法人です。

（図表１）公益法人数とその推移

平成 10 年 平成 11 年 平成 12 年 平成 13 年 平成 14 年

公益法人数 ３１４ ３０９ ３０１ ２９５ ２９３

※公益法人の目的（事業）の内容が、複数の官庁の所掌事務に関連する場合には、それら

の官庁の「共管」という形で指導監督等が行われることになります。このように、複数の

官庁の指導監督等を受けている公益法人があることから、所管官庁ごとの公益法人数の単

純な合計数（延べ数）は、所管官庁間の共管重複分だけ実際の公益法人数（実数）よりも

多くなります。
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２ 所管部局別法人等数

図表２は、本県における公益法人数を所管部局毎に示したものです。知事部

局の所管は２０７法人、教育委員会の所管は７８法人、公安委員会の所管は８

法人です。

（図表２） 本県における所管部局別法人数及び割合

〔総計〕

社団 財団 計

知事部局所管 １２０ ８７ ２０７
教育委員会所管 ２０ ５８ ７８
公安委員会所管 ５ ３ ８

合 計 １４５ １４８ ２９３

〔知事部局別〕

社団 財団 計

総合企画局 ０ ０ ０
総務局 １ ３ ４
生活部 ２６ ２１ ４７

健康福祉部 ４４ ２６ ７０
環境部 ８ ３ １１

農林水産商工部 ２８ ２１ ４９
地域振興部 ４ ９ １３
県土整備部 ９ ４ １３
合 計 １２０ ８７ ２０７
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３ 地域別法人数

図表３は、本県における地域別の公益法人数を示したものです。

公益法人が多い地域は、津地方県民局管内で 134 法人、少ない地域は紀南県

民局管内で 5 法人です。

（図表３） 本県における地域別法人数

社団 財団 計

北勢県民局管内 ２８ ３８ ６６

津地方県民局管内 ６９ ６５ １３４

松阪地方県民局管内 １９ １２ ３１

南勢志摩県民局管内 １７ １７ ３４

伊賀県民局管内 ８ ８ １６

紀北県民局管内 ２ ５ ７

紀南県民局管内 ２ ３ ５

合 計 １４５ １４８ ２９３
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４ 性格別法人数

図表４は、現在の公益性に関する基準から、各所管部局が所管法人を①本来

の公益法人（その目的（事業）に現在においても公益性があり、公益法人とし

て十分な資格をもっている法人）②互助・共済団体等（その目的（事業）が、

公益（不特定多数の者の利益を図る）というよりは、共益（構成員相互の利益

を図っている）と考えられる法人③営利法人等転換候補（その法人の公益事業

が営利企業の事業と競合し、又は競合しうる状況となっている法人）④その他

に分類したものです。

（図表４）性格別法人数及び割合

本来の公益法

人

互助・共済団

体等

営利転換候補 その他       計

社団法人 １１９ ２６ ０ ０ １４５

財団法人 １３０ １８ ０ ０ １４８

合計 ２４９ ４４ ０ ０ ２９３
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５ 設立年代別法人数

図表５は、本県における設立年代別の法人数を示しています。現在活動して

いる法人の約７割が昭和４１年以降の設立となっています。

（図表５）設立年代別法人数

設立年代 ～S20 S21～S30 S31～S40 S41～S50 S51～S60 S61～H７ H８～H14

法人数

 (293）

１５ ４１ ３２ ５７ ７０ ５９ １９

※設立年ごとの法人数は、平成１４年１０月１日現在において活動中である法人を、設立

を許可された年ごとに集計したもので、解散法人等は含まれないため、各年に設立を許可

された法人数とは異なります。
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６ 設立目的別法人数

図表６は、本県における主たる設立目的別の公益法人数を示したものです。

家庭生活、保健・衛生・医療、職業・労働等の「生活一般」が４７％を占め、

教育、育英・奨学、学術・研究、文化・芸術等の「教育・学術」が２８％を占

めています。

（図表６）設立目的別公益法人数及び割合

設立目的 生活一般 教育・学術 政治・行政 産業 延べ数

法人数 １６７ １０１ ２４ ６３ ３５５

※ 公益法人概況調査では、事業内容を２種類以内で記入することとしているため、公益

法人数とは合致しません。
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７ 事業種類別法人数

図表７は設立目的を達成するために行う事業内容に従って分類したものです。

振興、助成・給付、貸与、表彰等の「振興・奨励」と教育・訓練、相談、研修

会・講習会等の「指導・育成」で５５％を占めています。

（図表７）事業種類別法人数及び割合

事業種

類  別

振興・

奨励

指導・

育成

調査・

研究

普及・

広報

検査・

検定

交流 共済 施設の

運営

その他 延べ数

法人数 133 127  54  40     3    11    13

 

   57    32   470

※ 公益法人概況調査では、事業内容を 2 種類以内で記入することとしているため、公益

法人数とは合致しません。
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８ 社員規模別法人数

  図表８は、本県における社団法人の民法上の社員を、個人社員と法人社員に

分けて、規模別の法人数及び割合を示したものです。社員とは、社団法人の法

人格の基礎となる構成員（個人、団体（法人）を問いません。）のことであり、

通常、会費等を払って法人運営（総会等）に参加しています。

本県における社団法人の社員合計会員数は 95,884 人で、社員平均会員数は

661 人となっています。

図表８によると社員のうち個人社員では、99 会員以下の小規模法人が 62 法

人と 4 割以上を占めています。一方、社員のうち団体社員では、約 6 割を占め

る社員数 0の法人を除くと、1～99 団体の 43 法人が最も多くなっています。

（図表８）社員のうち個人社員及び団体社員の規模別法人数及び割合

（社員のうち個人社員数）

規 模 0 人 1～99 人 100～499

人

500～999

人

1000 ～

4999 人

5000 人

以上 計

法人数 ２６ ６２ ３９ ９ ５ ４ １４５

（社員のうち団体社員数）

規 模 0 団体 1～99 団

体

100～499

団体

500～999

団体

1000 ～

4999 団体

5000 団体

以上 計

法人数 ８６ ４３ １１ ３ ２ ０ １４５

※社員が０人又は０団体の区分に属する法人は、多くが会員の対象（資格）を個人又は団

体（企業等）に限定しているものと考えられ、基本的に個人社員０の法人は団体社員のみ

で、逆に団体社員０の法人は個人社員のみで構成され、残りの法人が個人、団体両方の社

員から構成されていることになります。
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９ 基本財産規模別法人数

図表９は、本県における財団法人における基本財産の規模別の規模別の法人

数及びその割合を示したものです。

基本財産とは、財団法人の法人格の基礎となる財産であり、本来はこの基本

財産から生み出される運用益をもって公益活動を行うべき法人の中心となる財

産で、一般的には、その取り崩し等には厳格な制限がかかっています。

本県における財団法人の基本財産の合計金額は、２８０億９千９百万円で基

本財産の平均金額は、１億９千万円となっています。

図表９によると最も多い区分が１千万円以上５千万円未満の５７法人（３

８％）で、基本財産規模の小さい５００万円未満の法人が１８法人（１２％）

となっています。

（図表９）基本財産規模別財団法人数及び割合

規 模

500 万円未

満

500 万円以

上 1000 万

円未満

1000 万円

以上 5000

万円未満

5000 万円

以 上 １ 億

円未満

１億円以

上 １ ０ 億

円未満

１０億円

以上 計

法人数 １８ ４ ５７ ２６ ３４ ９ １４８
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 10 賛助会員規模別法人数

図表１０は、本県における公益法人（社団法人及び財団法人）の民法上の社

員以外で定款・寄附行為において定められている会員等の会員規模別の法人数

及びその割合を示したものです。

  本県における賛助会員等合計会員数は 84,073 人で、賛助会員等平均会員数

は 1,293 人となっています。

図表１０によると全法人の７８％が、賛助会員制度を有しないか、又は制度

を有しているが、実際の会員がいないものとなっています。

（図表１０）賛助会員規模別法人数

規 模

制度なし

又は 0 会員

１～99

会員

100～499

会員

500～999

会員

1000 ～ 4999

会員

5000 会

員以上

計

法人数 ２２８ ４１ １２ ３ ３ ６ ２９３
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 11 職員規模別法人数

図表１１の上段は、本県における公益法人の職員の規模別の法人数及び割合

を示したものであり、下段は職員のうち最低でも週３日以上出勤しているもの

を常勤職員とし、その規模別の法人数を示したものです。

職員とは、理事の職務を助け、実際の法人の活動を担う中核的存在であり、

法人管理、事業執行その他多方面での実務を行っています。

本県における職員合計人数は 2,845 人で、職員平均人数は 10 人です。また、

常勤職員の合計人数は 2,437 人で常勤職員の平均人数は 8人となっています。

図表１１によると規模が２～９人の法人が最も多く、職員が１人の法人もか

なりの割合を占めています。

（図表 11）職員規模別法人数及び割合

規 模 0 人 1 人 2～9 人 10～49 人 50～99 人 100 人～ 計
法人数

（職員） ３１ ７６ １２２ ５０ １１ ３ ２９３

法人数

（常勤職

員）

６９ ５７ １０８ ４８ ９ ２ ２９３

（職員規模別） （常勤職員規模別）

※ 職員の中には、雇用関係にある者のほか、法人の名をもって対外的活動を行っている

顧問、参与、専門委員等が含まれています。

※ 職員がいない法人については、設立母体の企業・団体からの出向・派遣により、法人

とは雇用関係にない者が事務を行っている等の状況が想定されます。
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 12 役員規模別法人数

図表１２は、本県における理事の規模別の法人数及びその割合を示したもの

です。理事は民法上、法人を代表するとともに業務の執行機関として位置付け

られており、法人運営上重要な役割を担っています。

本県における理事合計人数は 3,875 人で、理事平均人数は 13.2 人となって

います。また、最低でも週３日以上勤務している常勤理事合計人数は 134 人で、

常勤理事平均人数は 0.5 人となっています。

（図表１２）理事規模別法人数及び割合

規  模 0～9 人 10～19 人 20～29 人 30～39 人 40～49 人 50 人以上 計

法人数 94  150 45 1 2 1 ２９３
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図表１３は、本県における県庁出身（現職を含む）理事の規模別の法人数及

びその割合を示したものです。

（図表１３）県庁出身理事の規模別法人数及び割合

規  模 0 人 1～9 人 10～19 人 20～29 人 30～39 40～49 50 人以上 計

法人数 １９７ ９４ １ １ ０ ０ ０ ２９３

図表１４は、県庁出身理事数が理事全体の３分の１を超える法人数を示した

ものです。指導監督基準では、理事現在数に占める県庁出身者の割合を３分の

１以下にするように求められており、本県は５法人で、前年から１法人減少し

ています。

（図表１４）県庁出身理事数が理事全体の３分の１を超える法人数

（単位：法人数）

単管 共管

社団法人
三重県植物防疫協会

財団法人

三重県職員互助会

三重県友の会

三重県漁業協同組合合併対策基金

三重県警察職員互助会
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図表１５は、本県における役員（理事、監事）及び評議員の公務員出身者の
就任状況を示したものです。

公益法人において役員とは 理事及び監事をいいます 監事は 法人の会計、 。 、 、
財産、理事の業務執行等の状況を監査するために重要な機関であり、民法上は
設置が任意とされていますが、指導監督基準においては、監事を必ず設置する
ことと規定されています。また、財団法人における評議員は、法人の重要事項
について諮問を受けたり決定をしたりする役割を担っています。通常、評議員
会を構成し 理事の選任 予算・決算の承認等を行います 指導監督基準では、 、 。 、
財団法人には原則として評議員会を設け、評議員会において理事の選任及び予
算、決算等の重要事項の諮問を行うことを求めています。
平成１４年１０月１日現在の理事全体数は３ ８７５人 うち常勤１３４人， （ ）、

監事全体数は６５４人（うち常勤０人 、評議員全体数は２，６６０人となっ）
ています。

本県における県庁出身理事数は２０４人で前年から２２人減っています。ま
た県庁出身理事のいる法人数は９６法人（３２．８％）で前年から４法人減っ
ています。

（図表１５）役員（理事、監事）及び評議員の公務員出身者の就任状況

（単位：上段は人数、下段は法人数）

理事数 うち常勤数 監事数 うち常勤数 評議員数（ ） （ ）

法人数 うち常勤数 法人数 うち常勤数 法人数（ ） （ ）

都道府県公務員出身者 ２２５ ４９ ３４ １８７（ ） （ ）

１０２ ４５ ３０ ４３（ ） （ ）

うち県庁出身者 ２０４ ４２ ２７ １７８（ ） （ ）

９６ ３７ ２３ ３９（ ） （ ）

うち現職県職員 １０４ ８ １５ １２２（ ） （ ）

５２ ７ １１ ３２（ ） （ ）

現職県議会議員 １４ ３ ９（ ） （ ）

１０ ２ ４（ ） （ ）
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１３ 役員の年間報酬額

図表１６は 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数を示したものです、 。

（図表１６）有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数
（単位：法人数）

規 模 有給役員 ４００万円 ４００万円以上 ８００万円以上 １，２００万円以上

なし 未満 ８００万円未満 １，２００万円未満

法人数 ２００ ４３ ４４ ６ ０
（２９３）

図表１７は、県庁出身常勤役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間
報酬額規模別法人数を示したものです。

（図表１７）県庁出身常勤役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別
法人数

（単位：法人数）

規 模 有給役員なし ４００万円未 ４００万円以上 ８００万円以上 １，２００万円以上

満 ８００万円未満 １，２００万円未満

法人数 ５ １０ １９ ３ ０
（ ）３７
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１４ 国、県からの補助金等交付法人数

図表１８は、国、県からの補助金等が交付されている法人数を示したもので
す。本県の公益法人の２４．２％が国又は県のどちらか一方から補助金等の交
付を受けています。

（図表１８）国、県からの補助金等交付法人数
（単位：法人数）

国からの補助金等収入 県からの補助金等収入 合 計

社団法人（１４５） ５ ３２ ３４

財団法人（１４８） ６ ３６ ３７

計 （２９３） １１ ６８ ７１

※合計欄は、国又は県どちらか一方から補助金等交付を受けている法人数

図表１９は、国からの補助金等交付状況を交付金額毎に示したものです。

（図表１９）国からの補助金等交付状況
（単位：円、法人数）

０超５百 ５百万超 １ 千 万 ５ 千 万 超 １ 億 超 ２ 億 超 ３ ３ 億 超 ４億超 ５億超

万未満 １千万未 超 ５ 千 １億未満 ２ 億 未 億未満 ４ 億 未 ５億未満

満 万未満 満 満

社団法人 ４ １

財団法人 １ １ ３ １

計 ５ １ ４ １

図表２０は、県からの補助金等交付状況を交付金額毎に示したものです。

（図表２０）県からの補助金等交付状況
（単位：円、法人数）

０超５百 ５百万超 １ 千 万 ５ 千 万 超 １ 億 超 ２ 億 超 ３ ３ 億 超 ４億超 ５億超

万未満 １千万未 超 ５ 千 １億未満 ２ 億 未 億未満 ４億 ５億未満

満 万未満 満 未満

社団法人 ２０ ４ ６ ２

財団法人 ９ ４ ７ ４ ９ １ １ １

計 ２９ ８ １３ ６ ９ １ １ １
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第４章 三重県における公益法人の指導状況

１ 設立指導及び解散指導

図表２１は、本県において平成１２年度、平成１３年度、平成１４年度に設
立され、所管部局等から法人設立についての指導を行った公益法人を示したも
のです。

（図表２１）過去３か年度の設立指導状況

部 局 名 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

総 合 企 画 局

総 務 局

生 活 部 （社）鳥羽市シルバー人
材センター
（社）東員町文化協会
（社）中勢地域中小企業
勤労者福祉サービスセン
ター
（社）大安町シルバー人
材センター

健 康 福 祉 部

環 境 部

農林水産商工部 （社）伊賀上野観光協会 （財）ほくせいふれあい
財団

地 域 振 興 部

県 土 整 備 部

教 育 委 員 会 （財）諸戸会

公 安 委 員 会
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図表２２は、本県において平成１２年度、平成１３年度、平成１４年度に解
散し 所管部局等から解散についての指導を行った公益法人を示したものです、 。

（図表２２）過去３か年度の解散指導状況

部 局 名 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

総 合 企 画 局 （財）三重社会経済研究センタ
ー

総 務 局

生 活 部 （財）三重県厚生会
（財）三重県勤労総合
福祉事業団

健 康 福 祉 部 （財）田中公益財団
（財）恩賜財団三重懸
同胞援護曾
（財）呉竹会
（財）宇治山田市民生
事業後援会

環 境 部 （財）三重県森林土木技術セン
ター

農林水産商工部 （財）尾鷲市水産公社 （社）三重県家畜畜産物衛生指 （社）四日市遠洋漁業
（財）三重県工業技術 導協会 基地振興会
振興機構 （社）三重県肉用子牛価格安定 （財）三重県鰹鮪漁船

基金協会 海難救済基金協会
（社）三重県子豚価格安定基金 （財）安濃町農業公社
協会
（財）尾鷲市産業振興協会

地 域 振 興 部 （財）四日市市開発公社 （財）御浜町開発公社

県 土 整 備 部 （財）三重県都市整備
協会

教 育 委 員 会 （財）樹敬寺維持財団 （財）西来寺維持財団
（財）護法会
（財）神宮奉斎会鳥羽
支部
（財）四日市レジャー
施設協会

公 安 委 員 会
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２ 立入検査実施状況

図表２３は、本県において平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日ま
でに実施した、条例第４９条に基づく公益法人毎の立入検査の実施状況です。
また、図表２４は各部局毎の立入検査の実施状況です。

平成１４年度に立入検査を実施した所管公益法人数は１１６法人で、所管公
益法人数全体（２９３法人）の３９．６％となっています。

各部局の立入検査の頻度は、条例第４９条第４項で２年に１回以上の割合で
行うように努めることとされており、部局毎の実情に応じそれぞれで実施して
います。

立入検査の検査基準等は 「公益法人検査要領」等に基づき、各部局毎の実、
情に応じ定めており、改善すべき点の有無についても各部局がそれぞれで判断
を行っています。

所管公益法人数は、平成１４年１０月１日現在。合計欄の各法人数は、共管
による重複を含む延べ数です。

（図表２３）公益法人毎の立入検査実施状況
（単位：法人数）

定期検査 臨時検査 設立検査 計

社団法人 ５９ １ ６０

財団法人 ５４ ２ ５６

計 １１３ ２ １ １１６

（図表２４） 各部局別の立入検査実施状況 （単位：法人数、％）

平成１４年度立入 平成１４年度に改 平成１４年度立
部 局 名 所管公益法人数 検査実施法人数 善すべき点のあっ 入検査実施率

た法人数

総 合 企 画 局 ０

総 務 局 ４ ２ ５０．０

生 活 部 ４７ ２２ １ ４６．８

健 康 福 祉 部 ７０ １９ １４ ２７．１

環 境 部 １１ ５ ４５．５

農林水産商工部 ４９ ２０ １１ ４０．８

地 域 振 興 部 １３ ３ ２３．１

県 土 整 備 部 １３ ４ ３０．８

知事部局計 ２０７ ７５ ２６ ３６．２

教 育 委 員 会 ７８ ３２ ２９ ４１．０

公 安 委 員 会 ８ ９ ７ １１２．５

合 計 ２９３ １１６ ６２ ３９．６
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３ 事業の実施状況

図表２５は、公益法人の活動状況を示したものです 「活発」が４２％ 「普。 、
通」が５１％ 「不活発」が７％となっています。、

なお、活動状況の判断は、各部局がそれぞれの基準で行っています。

（図表２５）公益法人の活動状況

（単位：法人数）

活発 普通 不活発 休止

社団法人 （６０） ２８ ３０ ２

財団法人 （５５） ２０ ２９ ６

計 １１５ ４８ ５９ ８（ ）

図表２６は、公益法人の活動内容を示したものです 「目的の事業を行って。
いる法人」が１１３法人、維持管理する施設が廃止されることによる「目的の
事業を行っていない法人 が１法人 事業活動が全国規模に及んでいる等の 目」 、 「
的外事業を行っている法人」が１法人となっています。

（図表２６）公益法人の活動内容
（単位：法人数）

目的の事業を行っている法人 目的の事業を行っていない法人 目的外事業を行っている法人

社団法人(60) ５９ １

財団法人(55) ５４ １

計(115) １１３ １ １

４ 所管不明法人の状況

図表２７は、本県における所管不明法人の指導状況を示したものです。

（図表２７）所管不明法人の指導状況

部 局 名 所管不明法人数 処理状況及び今後の処理予定等

健 康 福 祉 部 １ 平成１４年９月に法人理事に自主解散の指導を行
い、現在法人理事間で今後の処理について検討中。

農林水産商工部 １ 事業を実施していることを確認。法人の存続に向け
理事長に事業内容、決算状況、定款、登記の状況を
確認中。
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５ 書類の備付状況

図表２８は、書類の備付状況を示したものです 「書類の備付なし」では、。
履歴書、就任承諾書の備付なしが多く 「書類の備付あり」では、登記関係書、
類、履歴書、会議議事録の整備不良が多くなっています。

（図表２８）書類の備付状況
（単位：法人数）

備付あり 備付なし
区 分

整理良好 整理不良

書
１．定款又は寄付行為 １００ １０ ５

類 ２．許認可等関係書類 １０１ ９ ５

３．登記関係書類 ９２ ２０ ３
の

４．社員名簿 ５９ １

備 ５．役員名簿 １０９ ５ １

付 就任承諾書 ８７ １２ １６

状 履歴書 ７４ １６ ２５

況 ６．会議議事録 ９０ １６ ９

７．財産目録 １０２ ５ ８

８．資産台帳 １０７ ５ ３

９．出納簿 １０６ ９

証拠書類 １０８ ７

１０．収支予算書 １１３ ２

１１．事業計画書 １０９ １ ５

１２．職員名簿 ９７ ６ １２
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６ 会議の運営状況

図表２９は、総会の開催状況を示したものです。開催回数「２回以上」が
２８％ 「１回」が７２％となっています。、

（図表２９）社員総会の開催状況
（単位：法人数）

開催法人
立入検査実施数 未開催法人 未開催法人名称及び未開催の理由

２回 １回

以上

社団法人（６０） １７ ４３

図表３０は、理事会の開催状況を示したものです。開催回数「２回以上」が
７８％ 「１回」が１９％、未開催が３％となっています。、

（図表３０）理事会開催状況
（単位：法人数）

開催法人
立入検査実施数 未開催法人 未開催の理由

２回 １回

以上

社団法人 （６０） ４４ １２ ４ 総会と兼ねている。

財団法人 （５６） ４６ １０

計 （１１６） ９０ ２２ ４

７ 改善指示の状況

図表３１は、公益法人別の改善指示の状況を示したものです。改善指示があ
った法人数は、立入検査を実施した法人の５３．４％となっています。

（図表３１） 改善指示の状況

（ 、（ ） ）単位：法人数 は改善指示件数

定期検査 臨時検査 設立検査 計

社団法人 ３５ （ ９３） （ ） ３５（９３）（ ）

財団法人 ２５ （ ８６） ２ ２ （ ） ２７（８６）（ ）

公益信託 （ ） （ ）（ ） （ ）

計 ６０ １７９ ２ ２ （ ） ６２（１８１）（ ） （ ）



32

図表３２は、各部局別の改善指示状況を示したものです。

（図表３２）各部局別の改善指示の状況
（単位：法人数）

平成１４年度に
部 局 名 改善すべき点の 法人運営面で 事業の内容・ 財務・会計面

のあった法人数 改善すべき点 実施等の面で で改善すべき その他
のあった法人 改善すべき点 点のあった法

（ ）は改善指 数 のあった法人 人数
示件数 数

総 合 企 画 局 ０（ ）

総 務 局 ０（ ）

生 活 部 １（ ４） １

健 康 福 祉 部 １４（５２） １１ ２ １０

環 境 部 ０（ ）

農林水産商工部 １１（２５） １ ３ ６ ７

地 域 振 興 部 ０（ ）

県 土 整 備 部 ０（ ）

知事部局計 ２６（８１） １３

教 育 委 員 会 ２９（９１） ２７ ７

公 安 委 員 会 ７（ ９） ６ ３

合 計 ６２ １８１ ４６ ５ ２３ １０（ ）

【主な指摘、指導事項】

（法人運営面）
・事業計画書・収支予算書、事業報告書・収支計算書の提出が遅れているので、適正に提

出するよう指導した。
・職員名簿が整備されていないので、適正に整備するよう指導した。
・寄附行為が現状と一致していないので、一致するよう指導した。
・理事会、評議員会の議事録が開催の都度、整備されていないので、適正に整備するよう

指導した。
・役員変更報告書が提出されていないので、適正に提出するよう指導した。

（事業実施面）
・事業活動が全国に及んでいるので、組織形態の変更について指導した。

（財務・会計面）
・公益法人会計基準に基づいて処理されていないので、公益法人会計基準に基づいて適正

に処理するよう指導した。
・預金通帳、印鑑の管理が徹底されていないので、適正に管理するよう指導した。
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第５章 三重県における公益信託の現況

第１節 公益信託制度の概要

１ 公益信託の定義

公益信託とは、信託法（大正１１年法律第６２号）に基づき、委託者が祭祀、宗教、

慈善、学術、技芸その他一定の公益目的のため、受託者に対してその財産を移転し、受

託者をしてその公益目的に従ってその財産を管理又は処分させ、もってその公益目的を

実現しようとする制度です。

２ 公益信託の特色

公益法人においては、法人という新たな法主体を創設し、これが公益目的のために自

立的活動を行うものであるのに対し、公益信託においては、拠出された財産（信託財産）

が既存の法主体である受託者に名義上帰属し、設定された公益目的のため受託者の固有

財産とは別に管理、運用されていくものであって、両者の法律的構造は異なります。ま

た、公益法人においては、永続的又は相当長期間にわたってその存続が予定されている

のに対し、公益信託においては、信託の制度上、比較的短期間のものであっても差し支

えないなど、より弾力的な運用が可能です。

３ 公益信託の仕組み

公益信託は、委託者が受託者との間で一定の公益目的のために財産を信託する信託契

約を締結することにより、又は委託者の遺言により、信託の法律関係をつくり、これに

ついて受託者が、主務官庁の許可を受けることによって成立します。

公益信託は、主務官庁の監督に属し、受託者は、信託行為の定めるところに従って、

自己の名で信託財産を管理、処分して公益事業を営みます。信託財産は、受託者に移転

されますが、受託者の固有財産とは区別されます。受託者は、その事務処理について善

管注意義務等を負い、信託義務違反に対しては損失てん補をしなければなりません。

４ 公益信託に対する統一的な指導監督等の基準

公益信託に対する適正な指導監督等を行うための統一的基準として、平成６年９月１

３日に公益法人等指導監督連絡会議で決定された「公益信託の引受け許可審査基準等に

ついて」があり、主務官庁においては、この基準に則った指導監督等が行われています。

５ 公益信託の税制

公益信託に財産を拠出したときの税制として、個人・法人の双方につき、特定の公益

信託のために支出した金銭についてのみなし寄付金制度等、各種の優遇措置があります。
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第２節 公益信託の現況

１ 公益信託の数及び信託財産

図表１は、本県における平成１４年１０月１日現在の信託数及び信託財産の状況を

示したものです。

（図表１）信託数及び信託財産の状況

                                                             

信託財産規模別信託数

信託財産

合計金額

信託財産

平均金額

信託数

１千万円未満 １千万円

以上

５千万円未満

５千万円

以上

１億円未満

１億円以上

（千円）

  

（千円）

４ ２ ２ 63,702 15,926

  

  

  

  

  

  

  

２ 信託目的別信託数

  信託目的別では、奨学金支給（２）、教育振興（１）、その他（１）となっています。

３ 受益行為の状況

     図表２は受益行為の状況を示したものです。

（図表２）平成１３年度の受益行為の状況

（単位：千円）

         受益行為状況

  個 人  任意団体     法人 合計

 件数   金額  件数 金額 件数 金額   件数 金額

202 52,529 120 14,520    322  67,049
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(1)委託等、推薦等に係る事務・事業の見直し

国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与

等の事務・事業については、官民の役割分担及び規制改革の観点から厳しく

見直した上で、今後とも国の関与が必要とされるものについては、国自らが

行い又は独立行政法人に行わせることとし、独立行政法人への事務移管その

他所要の措置を講ずる。これ以外のものについては、当該事務・事業に対す

る国の関与は廃止するなどの措置を講ずる。

(2)財政負担の縮減・合理化

ア 基本的考え方

国からの公益法人への補助金・委託費等（以下 「補助金等 ）については、、 」

上記(1)の業務の見直しの内容も踏まえつつ、官民の役割分担の観点、限られた

財政資金の効率的使用の観点、及び行政の説明責任の確保と透明性の向上の観

点から厳しく見直し、その縮減・合理化を進めることとする。

イ 公益法人に対する補助金等の支出の適正化

公益法人に対する補助金等の支出の適正化については、委託等、推薦等に係

る事務・事業の見直しと併せて検討を進めることとし、独立行政法人への事務

移管その他必要な措置を以下のように講ずる。

(ア) 国が公益法人に対して交付する補助金等で、当該法人が更に他の公益法人

やその他の法人等の第三者に分配・交付するものについては、当該補助金等

を整理・統合した上で、国自ら又は独立行政法人が分配・交付することとす

る。

(イ) 国からの補助金等により公益法人が行う事務・事業であって、当該法人の

総収入に対し、その補助金等が大部分を占める場合は、その必要性等につい

て厳しく精査を行い、当該事務・事業を整理・統合した上で国自らが行い又

は独立行政法人に行わせることとし、これを適用することが困難な公益法人

については別途検討する。

(ウ) 官民の役割分担の徹底、役員報酬の適正化の観点から、公益法人に対する

補助金等において役員報酬に係る助成は行わないこととする。

(3)措置期限・経過措置等

ｉ） 上記(1)、(2)の改革は、平成13年度末を目途に実施計画を策定した上で、

平成17年度末までのできる限り早い時期に実行することとする。

ii) なお それまでの間は 公益法人の設立許可及び指導監督基準 及び 公、 、「『 』 『

益法人に対する検査等の委託等に関する基準』について （平成８年９月20」

日閣議決定）の規定の徹底を図る。

iii) 経営情報の公開については、上記閣議決定に加え、国からの委託等、推薦等

又は補助金等に係る事業内容等の公開や外部からの業績評価を進めるととも

に、指定法人の情報公開の在り方の検討及び公益法人会計基準の改善策の検
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討を行う。

iv) また、役員の報酬等の在り方について、特殊法人等における検討を踏まえ、

所要の措置を検討する。

(4)地方公益法人に係る措置

都道府県所管公益法人について、国は、地方公共団体に対し、上記(1)、(2)

と同様の措置を講ずるよう要請するとともに、地方公共団体の支出について

も、国の公益法人改革を踏まえて、地方交付税措置の見直しを行うものとす

る。

（以下略）
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２．資格付与等

( ) 基本的考え方1
公益法人が国の委託等を受けて行う試験、講習その他の資格付与等の事務・事業に

ついては、国家資格としての社会的必要性等について検証の上、廃止、独立行政法

人による実施等を検討する。引き続き公益法人が国の委託等を受けて事務・事業を

行うものについては 規制改革の観点から その在り方の検討を進めるものとする、 、 。

( ) 具体的措置内容2
別表２のとおりとする。 （別表２ 省略）

３．登録その他の事務・事業

( ) 基本的考え方1
公益法人が、国の委託を受けて行う登録、交付等の事務・事業については、事務・

事業の性格を勘案の上、上記に準じた措置を講ずる。

( ) 具体的措置内容2

別表３のとおりとする。 （別表３ 省略）

Ⅱ．推薦等に係る事務・事業の改革

１．技能審査等

( ) 基本的考え方1
公益法人が独自に行う技能審査等の事務・事業に対する大臣認定その他の推薦等に

ついては、当該事務・事業が法律で定められた国の事務・事業ではないこと、民間に

おいて実施されている各種技能審査等の間における差別化を必要以上に助長するおそ

れがあること等の観点から、一律に廃止する。また、今後同様の推薦等はこれを行わ

ないこととする。

( ) 具体的措置内容2

別表４のとおりとする。 （別表４ 省略）
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２．制度・仕組みの一部として組み込まれた推薦等

( ) 基本的考え方1
公益法人が独自に行う講習が国家資格付与の要件として認定されている等国の制度

・仕組みの一部として組み込まれている推薦等に係る事務・事業については、当該制

度・仕組みそのものの検証と併せ検討の上、Ⅰ１( )、２( )に準じた措置を講ずる。1 1

( ) 具体的措置内容2

別表５のとおりとする。 （別表５ 省略）

Ⅲ．補助金等の見直し

１．第三者分配型補助金等

( ) 基本的考え方1
平成 年度に国から公益法人に交付された補助金等のうち、交付先の公益法人にお12

いて当該補助金等の５割以上を他の法人等の第三者に分配・交付するもの（以下「第

三者分配型補助金等」という ）については、事務・事業の必要性等を検証した上で、。

当該補助金等の廃止、国からの直接交付又は独立行政法人からの交付、交付先公益法

人が事務・事業を直接行うこと等による分配・交付比率の５割未満への改善等の措置

を講ずることにより、第三者分配型補助金等の解消を図る。なお、第三者分配型補助

金等となることにつき特段の理由のあると認められる補助金等については、その理由

を公表する。

( ) 具体的措置内容2
別表６のとおりとする。 （別表６ 省略）

２．補助金依存型公益法人

( ) 基本的考え方1
平成 年度に国から交付された補助金等が年間収入の３分の２以上を占める公益法12

人（以下「補助金依存型公益法人」という ）については、当該法人に交付される補助。

金等の必要性等を検証し、補助金等の廃止、補助金等交付対象事業の国又は独立行政

法人による実施等の措置を講ずることにより、補助金依存型公益法人の解消を図る。

なお、これらの措置によっても、なお３分の２未満とならない法人については、補助

金依存状態の解消のための改善計画を策定するものとし、また、補助金依存型公益法

人となることに特段の理由のある公益法人については、その理由を公表する。
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( ) 具体的措置内容2
別表７のとおりとする。 （別表７ 省略）

３．役員報酬に対する助成

( ) 基本的考え方1
公益法人の役員報酬に対する国の助成は、民間の法人の運営に国が実質的に関与す

ることになりかねないことから、公益法人に対する補助金等による助成は、特段の理

由のあるものを除き、一律に廃止するとともに、今後これを行わないこととする。

( ) 具体的措置内容2
別表８のとおりとする。 （別表８ 省略）

Ⅳ．公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置

上記措置を講ずることとした結果、公益法人に対する行政の関与は相当程度改善され

ることとなるが、なお、国の委託等、推薦等を受けて事務・事業を行う公益法人、国か

らの補助金等の交付を受ける公益法人等国と関係のある公益法人が引き続き存在するこ

ととなる。このため、これらについては、別添の「公益法人に対する国の関与等を透明

化・合理化するための措置 （以下「透明化・合理化ルール」という ）を適用し、行政」 。

及び公益法人の双方における、より一層の透明性、効率性、厳格性の確保を図るものと

する。

Ⅴ．改革の実施に向けて

１． 本計画による措置は、法律改正を要するものについては、原則として、平成 15
年度中に実施することとする。なお、その実施に当たっては事務・事業の一層の

整理・合理化を図ることとする。

２ 公益法人が行っている事務・事業の国又は独立行政法人への移管を行う場合には． 、

既存体制の合理的再編成により対処することを基本とする。また、今後、独立行政

法人による実施につき引き続き検討することとされているものについても、以下の

点に十分留意することとする。

( ) 移管する事務・事業が、公共上の観点から国の強い関与が不可欠であり、民間1
に委ねると効率的かつ確実な実施が見込めないこと

( ) 原則として既存の独立行政法人を活用するとともに、国、特殊法人、独立行政2

法人、公益法人等が行う関連の事務・事業を、府省の枠にとらわれることなく統

合・合理化すること
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( ) 移管後の独立行政法人の事務・事業、組織の合理化・効率化を徹底し、財政負3
担の軽減を実現すること

３ 各府省は透明化・合理化ルールが適正に運用されるよう常に意を用いるとともに． 、

今回の改革で示された基本的考え方に立って、所管する事務・事業の不断の見直し

に努めるものとする。

４ 本計画は、今後各府省が責任をもって実施することとなる。内閣官房は、本計画の

実施につき検討を要する事項に関し、必要に応じ調整の任に当たる。総務省は、関係

府省の協力を得て、本計画の実施状況の概要について毎年度の「公益法人に関する年

次報告」及びインターネットにおいて公表するなど、本計画のフォローアップに当た

る。
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資料３

平成 14 年 3 月 29 日

閣 議 決 定

公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて

最近の社会・経済情勢の進展を踏まえ、民間非営利活動を社会・経済システムの中で

積極的に位置付けるとともに、公益法人（民法第３４条の規定により設立された法人）

について指摘される諸問題に適切に対処する観点から、公益法人制度について、関連制

度（ＮＰＯ、中間法人、公益信託、税制等）を含め抜本的かつ体系的な見直しを行う。

上記見直しに当たっては、内閣官房を中心とした推進体制を整備し、関係府省及び民

間有識者の協力の下、平成１４年度中を目途に「公益法人制度等改革大綱（仮称）」を策

定し、改革の基本的枠組み、スケジュール等を明らかにする。また、平成１７年度末ま

でを目途に、これを実施するための法制上の措置その他の必要な措置を講じる。
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資料４

平成 15 年 6 月 27 日

閣 議 決 定

公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針

１ 改革の目的と検討の方向等

我が国においては、個人の価値観が多様化し、社会のニーズが多岐にわたってきてい

る。しかし、画一的対応が重視される行政部門、収益を上げることが前提となる民間営

利部門だけでは様々なニーズに十分に対応することがより困難な状況になっている。

これに対し、民間非営利部門はこのような制約が少なく、柔軟かつ機動的な活動を展

開することが可能であるために、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社

会のニーズに対応する多様なサービスを提供することができる。その結果として民間非

営利活動は、社会に活力や安定をもたらすと考えられ、その促進は、21 世紀の我が国の

社会を活力に満ちた社会として維持していく上で極めて重要である。

また、民間非営利活動は、国民一人一人に職場や家庭とは異なる多様な活動の場を与

えるため、個人の価値観が多様化した現代社会に対応するものである。個人の様々な価

値観を受け止め得る民間非営利活動を促進することによって、個人の活動の選択肢が広

がり自己実現の機会が増進するものと考えられる。

したがって、民間非営利活動を我が国の社会経済システムの中に積極的に位置付け、

その活動を促進するための方策を講ずる必要がある。

公益法人（民法第 34 条に基づく社団・財団をいう。以下同じ。）は、我が国の社会経

済において重要な位置を占めているこのような民間の非営利活動を担う代表的主体とし

て歴史的に一定の大きな役割を果たしてきている。

しかしながら、主務官庁の許可主義による我が国の公益法人制度は、明治29 年の民法

制定以来、100 余年にわたり抜本的な見直しは行われておらず、特別法による法人制度を

除き、近年に至るまで、一般的な非営利法人制度がなかったため、時代の変化に対応し

た国民による非営利活動の妨げになってきたとの指摘がある。

特に、公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共益的

な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の委託、補助

金、天下りの受け皿等について様々な批判、指摘を受けるに至っている。

こうした諸問題に対処し、更に 21 世紀の社会経済の一翼を担う民間非営利活動の発展
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を促進することが喫緊の課題となっていることから、次の方針をもって公益法人制度の

抜本的改革に取り組むこととする。

２ 新たな非営利法人

（１） 一般的な非営利法人制度の創設

現行の公益法人制度は法人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措置が一体となっ

ているため、様々な問題が生じている。

このため、法人格を一定の優遇措置と分離し、公益性の有無に関わらず新たに非営利

法人制度を創設する。

この非営利法人制度は、民間の非営利活動を促進するため、準則主義（登記）により

簡便に設立できるものとし、そのガバナンスについては、準則主義を採る現行の中間法

人や営利法人を参考にしつつ、法制上の在り方を検討する。

なお、非営利法人制度の設計に当たっては、現行の公益法人制度の問題点を踏まえた

検討を行い、現行の中間法人制度・ＮＰＯ法人制度との法制上の関係を整理することと

する。

（２） 非営利法人における公益性

公益性を有する場合の優遇措置の在り方については、特別法に基づく法人制度を含め

た全体の体系の整合性に留意しながら引き続き検討する。その際、

① 公益性の客観的で明確な判断基準の法定化、独立した判断主体の在り方

② ガバナンス、残余財産の在り方、情報開示、プライバシーの保護等

を含め検討する。

３ 新たな非営利法人に対する税制上の措置

法人は、普遍的な国民の納税義務の下で、一般的に納税義務が課せられており、公益

性を有するなど一定の場合に税制上の優遇措置が講じられている。新たな非営利法人に

対する税制上の取扱いについては、こうした考え方を踏まえつつ、非営利法人制度の更

なる具体化にあわせて引き続き検討する。

４ 移行等

現行の公益法人から制度改革後の非営利法人への移行については、公益法人が現に公

益活動を営んでいることに配慮しつつ公平かつ合理的なシステムの下における円滑な移

行措置の在り方について検討する。

また、財団については、今般の改革の趣旨を尊重しつつ、制度的課題も含め、その在

り方を検討する。
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５ 今後のスケジュール等

有識者の協力を得つつ、関係府省との連携の下、内閣官房において上記の新たな非営

利法人制度の検討を進め、平成 16 年末までを目途にさらに基本的枠組みを具体化した上

で、所管省において税制上の措置に係る専門的検討を進めることとし、平成17 年度末ま

でに法制上の措置等を講ずることを目指す。

その間、新たな制度の検討状況を適時に公表する等、広く国民の理解を得つつ、円滑

に改革を推進するよう努めるものとする。
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資料 ５

公益法人・公益信託一覧表

平成１５年８月１５日現在
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公 益 法 人 一 覧 表
所管部 総務局

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名・氏名

（財）三重県職員互助会 津市広明町１３番地 理事長S47.6.30
059-224-2803 松岡美知男

（財）三重県友の会 津市広明町１３番地 理事長H7.4.3
059-224-3937 中林 博

（財）三重県自由民主会館 津市桜橋２丁目１１８ 理事長S56.5.1
059-225-7251 田村 憲久

（社）神宮環境振興会 四日市市西町７番７号北畠ビル 会長S61.1.27
0593-50-3917 田中 勲

所管部 生活部

名 称 主たる事務所の所在地電話番号 設立年月日 代表者職名･氏名

（財）

三重県文化振興事業団 津市一身田上津部田 理事長1234 H4.3.25
059 233 1103－ － 武村 泰男

（財） 津市栄町１丁目 理事長891 S44.10.28
三重県勤労者信用基金協会 三重県合同ビル内 中居 信明

059 227 7813－ －

（財） 津市栄町１丁目 891
三重県労働福祉協会 三重県勤労者福祉会館内 理事長S48.5.14

059 225 2800－ － 田中 和道

（社）

伊勢志摩労働者福祉協議会 伊勢市吹上１丁目 － 理事長11 31 S55.11.7
0596 24 8117－ － 中村 勉

（財）

松阪市中小企業勤労者福祉サービ松阪市上川町 番地の１ 理事長212 H3.11.1
スセンター － － 下村 猛0598 29 6510

（社）
中勢地域中小企業勤労者福祉サー津市島崎町 番地６ 理事長146 H14.4.1
ビスセンター － － 近藤 康雄059 222 1500

（財）

三重県勤労者ゆとり創造基金協会 津市栄町１丁目 理事長891 H4.5.11
059 229 8020－ － 小野 敬

（財）

三重県地方自治労働文化センター 津市栄町２丁目 理事長361 H9.12.22
059 227 3295－ － 平松 一美

（社）

四日市市シルバー人材センター 四日市市十七軒町 － 理事長9 10 S55.11.11
0593 54 3670－ － 小畑 廣次



49

所管部 生活部

名 称 主たる事務所の所在地電話番号 設立年月日 代表者職名･氏名

（社） 鈴鹿市神戸８丁目 － 理事長9 22 S58.7.29
鈴鹿市シルバー人材センター － － 高野利光0593 82 6092

（社）

津市シルバー人材センター 津市三重町津興 － 理事長433 125 S59.12.15
059 224 4123－ － 杉本象次郎

（社） 名張市丸之内 理事長79 S63.10.11
名張市シルバー人材センター － － 中川 善嗣0595 63 6800

（社）

松阪市シルバー人材センター 松阪市魚町 － 理事長1658 3 S63.11.18
0598 26 0523－ － 藤田 昌三

（社）

伊勢市シルバー人材センター 伊勢市勢田町 － 理事長628 3 H1.4.1
0596 23 6915－ － 森 幸生

（社）

桑名市シルバー人材センター 桑名市吉之丸１１番地 ８ 理事長H1.11.
0594 22 0468－ － 伊藤 正巳

（社）

上野市シルバー人材センター 上野市丸之内 理事長116 H3.6.18
0595 24 5800－ － 岡山 踵

（社）

久居市シルバー人材センター 久居市東鷹跡町 － 理事長26 1 H7.10.18
059 256 2208－ － 川本 敬信

（社）

亀山市シルバー人材センター 亀山市若山町 － 理事長7 1 H8.6.12
0595 2 8512－8 － 前田 天輔

（社）

三重県シルバー人材センター連合津市島崎町３番地１ 理事長H9.4.17
会 － － 中川 善嗣059 221 6161

（社）

東員町シルバー人材センター 員弁郡東員町大字山田1600番地 H9.6.5 理事長

0594－76－2235 千種 忠文

（社）

阿児町シルバー人材センター 志摩町阿児町鵜方２０１４－５ Ｈ 理事長11.4.1
0599-44-5288 西尾 淳二
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所管部 生活部

名 称 主たる事務所の所在地電話番号 設立年月日 代表者職名･氏名

（社） 鳥羽市大明東町２―５ Ｈ 理事長14.4.9
鳥羽市シルバー人材センター 伊藤 新次0599-25-7341

（社） 員弁郡大安町大字大井田２７０ 理事長H14.10.1
大安町シルバー人材センター ４ 片岡 一起

0594-78-3522

（社） 津市栄町１丁目９５４ Ｈ 会長1.3.31
三重県技能士会 藤田 充059-222-3145

（社）

三重県ダンプカー協会 津市桜橋 会長2-177-2 S53.6.28
224-0715 宮本 武蔵

（社）

三重県勤労者福祉施設協議会 津市栄町 丁目 会長1 891 H2.10.1
059 229 1388－ － 渡辺 和己

（財）

四日市港湾福利厚生協会 四日市市千歳町６番地 理事長S18.12.15
0593 53 5226－ － 鍋田雅久

（財） 伊勢市岩淵１丁目７番２９号 理事長S59.11.24
伊勢文化会議所 浜田益嗣0596-24-8707

（財）

三銀ふるさと文化財団 松阪市京町５１０番地 理事長H2.1.26
0598-23-1111 谷川憲三

（財）

四日市市文化振興財団 四日市市安島町２丁目５番３号 理事長S57.1.19
0593-54-4501 山本雅昭

（財） 一志郡一志町波瀬 番地の 理事長2231 2 S36.12.27
波瀬文化会館 西谷祇賢059-294-7004

（財） 上野市車坂町５７８番地の２ 会長S40.5.26
白鵬青年文化協会 片岡一郎0595-21-4981

（財） 尾鷲市瀬木山町７番１号 ３ 理事長H .10.28
尾鷲文化振興会 伊藤充久0597-23-3000

（財）

鈴鹿市文化振興事業団 鈴鹿市飯野寺家町 番地 理事長810 H9.4.1
0593-84-7000 石田利正
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所管部 生活部

名 称 主たる事務所の所在地電話番号 設立年月日 代表者職名･氏名

（社） 員弁郡東員町山田 番地 理事長1700 H14.7.15
東員町文化協会 三浦信一0594-76-8899

（社） 津市上浜町１丁目 － 会長293 4 S39.12.10
三重県専修学校協会 三重私学青少年会館内 伊藤 明

059-229-4070

（財） 津市上浜町１丁目 －４ 理事長293 S43.5.17
三重県私立学校教職員退職基金財 三重私学青少年会館内 宗村 南男

団 059-225-5171

（社） 津市上浜町１丁目 － 理事長293 4 S44.9.17
三重県私学振興会 三重私学青少年会館内 梅村 光弘

059-225-7371

（社） 津市上浜町１丁目 － ４ 会長293 4 S46. .21
三重県各種学校総連合会 三重私学青少年会館内 松本 高一

059-227-2304

（社） 津市上浜町１丁目 －４ 会長293 S51.9.14
三重県私立幼稚園協会 三重私学青少年会館内 藤森 健

059-227-3004

（財） 名賀郡青山町別府 理事長690 H2.3.22
三愛教育振興会 小山 源吾0595-52-0327

（社） 津市羽所町７００番アスト津３ 会長S61.9.1
三重県青少年育成県民会議 階みえ県民交流センター内 竹林武一

059-225-6194

（財）

三重県国際交流財団 津市羽所町７００アスト津３Ｆ 理事長H3.5.15
059-223-5006 矢谷隆一

（財）

四日市国際交流協会 四日市市諏訪町１番５号 理事長H3.6.18
0593-53-9955 井上 哲夫

（財）

鈴鹿国際交流協会 鈴鹿市神戸１丁目 － 理事長1 1 H5.6.1
0593-83-0724 加藤 栄



52

所管部：健康福祉部

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名・氏名

（社）津地区医師会 津市桜橋二丁目１９１－４ 会長S.22.11.13
059-227-1775 加藤 良一

（社）久居一志地区医師会 久居市本町１４００－２ 会長S.22.11.13
059-255-3155 佐原十四男

（社）松阪地区医師会 松阪市白粉町３６３ 会長S.22.11.13
0598-21-0327 林 孝

（社）三重県歯科医師会 津市桜橋二丁目１２０－２ 会長S.22.11.14
059-227-6488 峰 正博

（社）志摩医師会 志摩郡阿児町鵜方２５４８－２ 会長S.22.11.14
0599-44-0176 山下 順庸

（社）亀山医師会 亀山市本町二丁目６－１９ 会長S.22.11.18
05958-2-9509 伊東 経雄

（社）三重県医師会 津市桜橋二丁目１９１－４ 会長S.22.11.23
059-228-3822 山本 器

（社）桑名医師会 桑名市大字本願寺字市之縄２６２－１ 会長S.22.11.23
0594-22-8173 新山 宏二

（社）四日市医師会 四日市市西新地１４－２０ 会長S.22.11.23
0593-52-9117 中嶋 寛

（社）員弁郡医師会 員弁郡北勢町阿下喜２０６２－１ 会長S.22.11.27
0594-72-2013 斎藤 紀雄

（社）伊勢市医師会 伊勢市勢田町６２８－１０ 会長S.22.12.3
0596-28-2476 角前 泰之

（社）紀北医師会 尾鷲市上野町５－２５ 会長S.22.12.3
05972-2-2857 加藤 憲司

（社）紀南医師会 会長南牟婁郡御浜町大字阿田和４７５０ S.22.12.3
05979-3-1211 山本 訓生

（社）阿山医師会 上野市四十九町１９２９－４２ 会長S.22.12.8
0595-23-5550 大西 哲

（社）度会郡医師会 度会郡御薗村大字高向８１０ 会長S.22.11.21
0596-28-0947 久瀬 正

（社）名賀医師会 名張市朝日町１３６１－４ 会長S.22.12.25
0595-64-2321 釜本 善之

（社）鈴鹿市医師会 鈴鹿市西条五丁目１１８－４ 会長S.22.12.27
0593-82-3061 坂本 哲夫

（社）三重県薬剤師会 津市島崎町３１２－１ 会長S.24.11.15
059-228-5995 上村 武
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所管部：健康福祉部

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名・氏名

（社）三重県鍼灸マッサージ師会 鈴鹿市岡田３－１－５ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ２０２ 会長S.29.8.10
0593-78-8902 佐藤 章男

（社）四日市歯科医師会 四日市市本町９－１２ 会長S.37.6.25
0593-54-8512 菊池 元彦

（社）三重県食品衛生協会 津市桜橋二丁目１３４ 会長S.39.7.22
059-223-6765 蒔田 誠昭

（社）三重県調理師連合会 津市桜橋二丁目１３４ 会長S.39.12.10
059-223-6761 山路 啓雄

（社）三重県柔道整復師会 津市乙部２０８６ 会長S.43.10.11
059-222-3832 伊藤 和夫

（社）四日市理容師会 四日市市中町２－６ 会長S.46.8.31
0593-97-2282 坂倉 実

（社）三重県病院協会 津市羽所町５１４ 理事長S.47.10.25
059-223-2744 前田 太郎

（社）三重断酒新生会 津市大字藤方字上り坂２１８ 会長S.49.12.24
059-225-6429 加藤 功

（社）三重県看護協会 津市観音寺町字東浦４５７－３ 会長S.52.2.19
059-225-1010 山口 直美

（社）伊勢市歯科医師会 伊勢市八日市場町１３－１ 会長S.54.9.13
0596-24-1904 藤田 導

（社）三重県放射線技師会 津市栄町３－２６９ 会長S.55 .5 .6
059-225-1491 西村 広一

（社）三重県鍼灸師会 四日市市京町５１１ 会長- S .56 .4 .4
0593-33-0790 仲野 弥和

（社）三重県薬種商協会 津市島崎町３１２－１ 会長S.56.5.14
059-224-1180 友田 康夫

（社）三重県歯科技工士会 津市広明町３４５ 会長S.58.2.17
059-226-3273 小西 啓造

（社）三重県栄養士会 津市柳山津興６５５－１２ 会長S.59 .4 .7
059-224-4519 長谷 吉圓

（社）三重県臨床検査技師会 津市江戸橋１丁目１１２－１共和ﾏﾝｼｮﾝ１ 会長S.60.3.25
階 号 中垣 茂男109

059-231-1818

（社）津・安芸歯科医師会 津市栄町２－３６５ 会長H . 3 . 2 . 1
059-225-1304 橋本 敏

（社）鈴鹿歯科医師会 鈴鹿市西条五丁目１１８－５ 会長H.3 .12 .6
0593-82-9431 山口 俊彦

（社）四日市薬剤師会 四日市市蔵町１－１４ 会長H.5.6.18
0593-54-8440 小川 哲男
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所管部：健康福祉部

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名・氏名

（社） 松阪市春日町一丁目８ 会長H . 7 . 3 . 1
松阪地区歯科医師会 吉田 昌夫0598-26-4803

（社）松阪地区薬剤師会 松阪市殿町１５８０－１ 会長H . 7 . 4 . 3
0598-22-2356 長島 喜久雄

（社）鈴鹿地区薬剤師会 鈴鹿市安塚町字西山６３８－２１ 会長H.11. 4 . 2
0593-81-2233 吉田 真澄

（社）三重県善意銀行 津市桜橋二丁目１３１ 会長S.40.12.16
059-227-5145 堀木 博

（社） 津市一身田大古曽６７０－２ 会長S.54.9.10
三重県身体障害者福祉連合会 山本 征雄059-232-6803

（社） 四日市市前田町３０ 理事長S.56. 3 . 2
日本社会福祉愛犬協会 三村 正0593-46-6211

（社） 津市桜橋二丁目１３１ 会長H . 3 . 4 . 1
三重県聴覚障害者協会 大屋 隆059-229-8540

（財）伊勢市霊園公社 伊勢市岩渕一丁目７－２９ 理事長S.48.11. 2
0596-23-1111 水谷 光男

（財）三翠会 津市江戸橋二丁目１７４ 理事長S.50.11.12
059-232-0510 村田 睦男

（財） 久居市森町字中大谷２４３８－２ １ 理事長S.51.10.
三重県小動物施設管理公社 青木 龍哉059-256-4168

（財） 津市広明町１３ 理事長S.53.5.11
三重県角膜・腎臓バンク協会 山本 器059-224-2333

（財） 亀山市川崎町２８７０ 会長S.53.8.12
峯ヶ城精神文化育栄会 近藤 克家05958-5-0252

（財） 四日市市赤堀２丁目３２９ 理事長- S.54.8.21
三重食品分析開発センター 山崎 長宏0593-54-1552

（財） 津市広明町３４５－５ 理事長S.56.8.24
三重県生活衛生営業指導センター 小林 賢司059-225-4181

（財） 津市桜橋二丁目１９１ 理事長S.57.10. 1
三重県救急医療情報センター 山本 器059-228-3799

（財）三重県医療科学振興会 鈴鹿市岸岡町１００１－８ 理事長S.58.11. 1
0593-82-9775 中村 實

（財）公人の丘墓地 阿山郡伊賀町大字川東５５５ 理事長H.3.12.13
0595-45-5550 北大路順信

（財）三重医学研究振興会 津市栗真中山町下沢７９－５ 理事長H.5.11.10
059-232-3001 吉田 壽



55

所管部：健康福祉部

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名 氏名・

（財）三重県健康管理事業センター 津市観音寺町字東浦４４６－６０ 理事長H . 9 . 4 . 1
059-228-4502 山本 器

（財）三重保育院 津市柳山津興３３１０ 総理T.7.3.13
059-228-4406 玉置さよ子

（財）三重県母子寡婦福祉連合会 津市桜橋二丁目１３１ 会長S.36.7.25
059-228-6298 山口 ふさ

（財）三重県傷痍軍人会 津市桜橋二丁目１３４ 会長S.37.3.14
059-228-9337 鈴木 義雄

（財） 津市桜橋二丁目１３１ 理事長S.40. 3 . 9
三重県社会福祉事業職員共済会 高山 宗學059-226-1130

（財） 津市桜橋二丁目１３１ 理事長S.40.9.29
三重県老人福祉休養施設管理センター 土井八郎兵衛059-227-5691

(財)三重県婦人同志会 津市桜橋二丁目１３１ 理事長S.41.8.22
059-228-2017 浅井美津子

(財)三重県老人クラブ連合会 津市桜橋二丁目１３１ 会長S.43.11.28
059-227-1621 黒田 信義

(財)三重県知的障害者育成会 津市阿漕町津興２０５－２ 理事長S.47.5.27
059-225-3930 宮本 義郎

(財)三重県遺族会 津市広明町３６７ 会長S.52.2.21
059-225-2073 斎籐 十朗

(財)三重ボランティア基金 津市桜橋二丁目１３１ １ 理事長S.57.6 .
059-227-9994 野呂 昭彦

(財)岡三加藤文化振興財団 津市中河原４５４－１ ４ 理事長S.63.4 .
059-223-1513 加藤 精一

(財)三重県児童健全育成事業団 松阪市立野町１２９１ 元 理事長H. 2 . 1
0598-23-7735 竹林 武一

(財)吉田福祉基金 多気郡多気町大字三疋田５ 理事長H . 7 . 6 . 8
05983-8-3122 吉田 逸郎

(財)くわしん福祉文化協力基金 桑名市大央町２０ 理事長H.8.1.22
0594-24-2558 伊藤 照夫

(財)三重キリスト教青年会 四日市市西新地１３－１３ 理事長S.58.4.1
0593-53-3741 塚本 浩巳
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公 益 法 人 一 覧 表
所管部 環境部

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名・氏名

（財）三重県環境保全事業団 安芸郡河芸町大字上野 理事長3258 S52.9.1
濱田 直毅

℡ 059-245-7505

（社）三重県水道協会 津市桜橋 会長2-134 S63.9.2
服部 忠行

℡ 059-224-6673

（社）三重県水質保全協会 津市栄町 会長3-130 S60.6.14
大塚 清次

℡ 059-226-2058

（社）三重県ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会 津市丸之内 会長24-16 S59.8.1
赤塚 高之

℡ 059-225-6898

（社）三重県産業廃棄物協会 四日市市鵜の森１丁目 マルキビル 会長2-19 H4.1.24
５Ｆ 木村 亮一

℡ 0593-51-8488

（財）三重県廃棄物処理公社 津市大字殿村５ 理事長S50.11.29
津市水道局２Ｆ 近藤 康雄

℡ 059-237-4776

（財）伊勢志摩国立公園協会 鳥羽市鳥羽 会長1-2383-22 S22.8.7
西尾 文治

℡ 0599-25-2358

（社）大杉谷登山センター 多気郡宮川村大杉 会長S57.12.1
140-40 長谷川 寛

℡ 05987-8-3338

（社）三重県猟友会 津市桜橋 会長1-104 S39.11.11
仲森 廣光

℡ 059-228-0923

（社）三重県緑化推進協会 津市桜橋 会長1-104 S60.10.2
川喜田 久

℡ 059-224-9100

（社）三重県森林協会 津市桜橋 会長1-104 S52.9.1
柏木 廣文

059-228-0924
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所管部 農林水産商工部

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名・氏名

（社）桑名青年会議所 桑名市中央町3丁目20 S49.12. 2 理事長
０５９４－２２－８７２１ 加藤久智

（社）四日市青年会議所 四日市市諏訪町2-5 S51.12. 4 理事長
０５９３－５１－２５４４ 堀木直弘

（社）鈴鹿青年会議所 鈴鹿市末広町6-9 S46.11.19 理事長
０５９３－８２－６２８８ 森 通人

（社）亀山青年会議所 亀山市東御幸町39-8 S37. 7.15 理事長
０５９５８－３－０８８１ 尾崎和哉

（社）津青年会議所 津市丸之内29-14 S52.11.30 理事長
０５９－２２７－３８０６ 小林一仁

（社）久居青年会議所 久居市本町1347-1 S53. 3. 8 理事長
０５９－２５６－０１２３ 庄山友昭

（社）松阪青年会議所 松阪市若葉町161-2 S50.10. 3 理事長
０５９８－５１－８７８３ 西川幸成

（社）伊勢青年会議所 S49.11. 7 理事長伊勢市一之木2-3-11
０５９６－２８－９６８７ 岡本國孝

（社）鳥羽青年会議所 鳥羽市大明東町1-7 S49. 6.18 理事長
０５９９－２５－４７３６ 吉田一喜

（社）上野青年会議所 上野市丸之内37-2 S53. 3. 7 理事長
０５９５－２３－０９４３ 服部之成

（社）名張青年会議所 名張市南町822-2 S49.12. 3 理事長
０５９５－６３－１６１６ 竹田雅一

（社）尾鷲青年会議所 尾鷲市朝日町14-45尾鷲商工会議所内 S54.12.22 理事長
０５９７２－２－３５３９ 伊藤浩太郎

（社）熊野青年会議所 熊野市木本町171 S58. 8.25 理事長
０５９７８－９－３４３５ 田岡秀規

（財）三重ビジターズ推進機構 伊勢市朝熊町字鴨谷4383-4 S45. 5. 1 理事長
０５９６－２２－７７００ 野呂昭彦

（社）伊勢市観光協会 伊勢市本町14-6 H 4. 4.14 会長
０５９６－２８－３７０５ 坂田 巧

（社）伊賀上野観光協会 上野市丸之内122-4 H13. 6.29 会長
０５９５－２６－７７８８ 廣澤浩一

（社）三重県獣医師会 津市桜橋2丁目134三重県桜橋会館内 S24. 6.23 会長
０５９－２２６－３２１５ 南 毅正

（社）三重県畜産協会 津市桜橋2丁目134三重県桜橋会館内 S31. 1.30 会長理事
０５９－２１３－７５１２ 若菜政次

（社）三重県配合飼料価格安定基金協会 津市栄町2丁目211鈴木ビル内 S50. 6. 6 理事長
０５９－２２５－４５２６ 野島照行

（社）三重県青果物価格安定基金協会 津市栄町1丁目960ＪＡ三重ビル内 S46. 2.14 会長理事
０５９－２２９－９１２４ 若菜政次

（社）三重県農協会館 津市栄町1丁目960ＪＡ三重ビル内 S37.12.28 理事長
０５９－２２９－９２２５ 飯田 勗

（社）四日市農協会館 四日市市浜田町4-20 S46. 4. 5 理事長
０５９３－５１－３２８４ 寺尾 正
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所管部 農林水産商工部

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名・氏名

（社）三重県農協信用保証センター 津市羽所町６０１ S50. 6.23 会長理事
０５９－２２９－９０５５ 飯田 勗

（社）三重県農林漁業団体能力活用協会 津市栄町1丁目960ＪＡ三重ビル内 S60. 7. 5 会長
０５９－２２９－９２１８ 若菜政次

（社）三重県植物防疫協会 一志郡嬉野町川北530 H 6. 8.23 会長
０５９８－４２－４３４９ 西場信行

（社）大山田農林業公社 阿山郡大山田村大字平田103 H 7. 2.24 会長
０５９５－４７－０１５１ 福岡達雄

（財）三重県農林水産支援センター 久居市明神町2501-1 S36. 5.18 理事長
０５９－２５９－０８５０ 野呂昭彦

（財）東海水産科学協会 鳥羽市浦村町大吉1731-68 S28. 3.26 理事長
０５９９－３２－６００６ 水谷皓一

（財）三重県漁業協同組合合併対策基金 津市広明町323-1三重県水産会館内 S44. 3.31 理事長
０５９－２２８－６２５０ 三谷勝次

（財）三重県沿岸漁業者等海難救済基金 津市広明町323-1三重県水産会館内 S46. 3.29 理事長
協会 ０５９－２２８－１２０５ 三谷勝次

（財）三重県漁業操業安全協会 津市広明町323-1三重県水産会館内 S48.12.27 理事長
０５９－２２８－１２０５ 宮原九一

（財）三重県水産振興事業団 津市広明町３２３－１三重県水産会館内 S53. 9.30 理事長
０５９－２２８－１２９１ 三谷勝次

（財）賀田山林協会 尾鷲市賀田町526-1 S40. 5.11 理事長
０５９７２－７－２６５０ 榎本登志彦

（財）尾鷲みどりの協会 尾鷲市大字南浦新田奥大台櫃1831 H 8. 3.27 理事長
０５９７２－３－１７１１ 土井八郎兵衛

（財）一志町ふれあいの森林狼谷協会 一志郡一志町大字田尻595-13 H元. 1.20 理事長
０５９－２９３－５０００ 寺田 治

（財）奥伊勢振興公社 度会郡大宮町大字滝原870-37 H 5. 3.25 理事長
０５９８８－６－３２２９ 柏木廣文

（財）紀和町ふるさと公社 南牟婁郡紀和町板屋78 H 5. 4. 1 理事長
０５９７９－７－０６４０ 下川勝三

（財）紀和町観光開発公社 南牟婁郡紀和町小川口158 S59.11.29 理事長
０５９７９－７－１１８０ 下川勝三

（財）三重県産業支援センター 津市栄町1丁目891三重県合同ビル内 S42. 8.31 会長
０５９－２２８－３３２１ 奥田 碩

（社）三重県工業用水協会 四日市市安島2-7-15 H 2. 3.26 会長
０５９３－５５－０４５７ 吉住 理

（社）三重県サッシ協会 津市栄町１丁目892番地 S59.12.14 会長
０５９－２２８－９５５１ 村木正二

（財）日本万国博オーストラリア記念館 四日市市大字羽津甲5169 S46. 3.17 理事長
０５９３－３２－２３５７ 藤島 昇

（財）伊勢伝統工芸保存協会 伊勢市岩淵1丁目7-17 S50. 2.10 会長
０５９６－２８－１５５１ 牧戸福嗣

（財）三重北勢地域地場産業振興センタ 四日市市安島1丁目3-18 S60.10.28 理事長
ー ０５９３－５３－８１００ 井上哲夫
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所管部 農林水産商工部

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名・氏名

（財）霞ヶ浦振興公社 四日市市大字羽津甲5162-1 H 5. 3.23 理事長
０５９３－３１－５３３７ 藤島 昇

（財）松阪スポーツ振興研修センター 松阪市春日町3-1 H 3.7.22 理事長
０５９８－２６－３０００ 下村 猛

（社）三重県貸金業協会 津市広明町352-4（株）新六屋一ビル2階 S48. 7.28 会長
０５９－２２６－９７７７ 瀬戸新作

（財）ほくせいふれあい財団 員弁郡北勢町大字新町614 H15. 2.19 理事長
０５９４－７２－８３００ 出口國治
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所管部 地域振興部

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名・氏名

（財）三重県市町村職員互助会 津市桜橋二丁目９６番地 S52. 4. 1 理事長
059-225-2138 服部 忠行

（財）三重県市町村振興協会 津市桜橋二丁目９６番地 S54. 4. 1 理事長
059-225-2138 服部 忠行

（財）尾鷲市開発公社 尾鷲市中央町１０番４３号 S37. 1. 1 理事長

0597-23-8142 伊 藤 允 久

（財）桑名市開発公社 桑名市中央町２－３７ S38. 1. 1 理事長
0594-24-1129 水谷 元

（財）鳥羽市開発公社 鳥羽市浦村町字春尻８２６番地 S40. 8.31 理事長
0599-32-2015 井村 均

（財）海山町開発公社 北牟婁郡海山町大字相賀495-8 S45. 5.12 理事長

0597-32-1111 塩谷 龍生

（財）菰野町開発公社 菰野町大字潤田１２５０ S48. 3.20 理事長
0593-91-1110 服部 忠行

（財）鈴鹿市事業管理公社 鈴鹿市桜島町七丁目１番地の１ S58. 4. 1 理事長
0593-84-0050 後藤 忠生

（社）三重県情報通信基盤整備協会 津市渋見町字小谷６９３－１ Ｈ3 . 9.24 理事長

059-226-1133 山 上 正 高

（社）三重県不動産鑑定士協会 津市万町津２０３ Ｈ9． 6．2 会長
059-229-3671 日 下 部 正

（社）三重県エルピーガス協会 津市柳山津興３６９番地２ S35.10.12 会長
059-227-6238 石 井 博 之

(財)三重県消防設備保守協会 津市桜橋３－４４６－３４ S56. 1. 16 理事長

059-226-8726 織 田 雅夫

（社）三重県危険物安全協会 津市桜橋３－４４６－３４ H2. 7.1 会長
059-226-8378 小 野 精 二
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所管部 県土整備部

名 称 主たる事務所の所在地・電話番号 設立年月日 代表者職名・氏名

（社）三重県建設業協会 津市桜橋２丁目 会長177-2 S36.3.31
059-224-4116 田村 憲司

（社）三重県建築士会 津市桜橋２丁目 建設産業会館３ 会長177-2 S36.5.24
階 杉谷 幸一

059-226-0109

（社）三重県宅地建物取引業協会 津市上浜町１丁目 会長6-1 S42.9.23
059-227-5018 山村 賢司

（財）三重県建設技術ｾﾝﾀｰ 津市島崎町５６ 理事長S44.4.1
059-229-5603 桑名 都義

（社）三重県測量設計業協会 津市栗真中山町字小八丁子 会長158-1 S45.9.21
059-232-1672 柘植 満博

（社）三重県管工事工業協会 津市高洲町 理事長13-34 S50.3.17
059-228-6130 藤原 和夫

（社）三重県造園建設業協会 津市桜橋２丁目 建設産業会館３ 会長177-2 S50.6.28
階 足尾 春生

059-225-4646

（社）三重電業協会 四日市市元新町 会長4-7 S51.5.1
0593-53-7065 三輪 和豊

（財）三重県調整池管理協会 津市栄町２丁目 アシオビル３階 理事長311 S52.10.20
059-227-3023 井田 健三

（社）三重県建築士事務所協会 津市桜橋１丁目 農業共済会館１階 会長649 S58.4.1
059-226-4416 山本 覺蔵

（社）三重県建設塗装業協会 津市上浜町４丁目 会長24 S60.10.22
059-225-4505 草川 俊一

（財）三重県下水道公社 三重郡川越町大字亀崎新田 理事長80-2 S62.7.1
0593-65-3181 時田 勝弘

（財）四日市市都市整備公社 四日市市本町 本町プラザ６階 理事長9-8 H3.4.30
0593-54-8328 藤島 昇



所管部局 教育委員会

種別 名 称
主たる事務所の

所 在 地
設 立
年月日

代表者
職名・氏名

1  財  靄渓奨学会
鳥羽市
鳥羽1-10-45 昭19.3.10

理事長
門野 雄吉

2  社  赤滝報徳社
多気郡宮川村
大字清滝164 昭29.2.7

理事社長
小椋 昭男

3  財  アテネ会館

桑名市
大字桑名
字棚田286-1 昭41.12.27

理事長
内藤 恵介

4  社  天ケ瀬報徳社
多気郡宮川村
天ケ瀬132 昭29.2.7

理事社長
岡本 惺

5  財  伊賀文化産業協会
上野市
丸之内106 昭11. 8. 8

会長理事
今岡 睦之

6  財  伊勢市民俗行事保存会
伊勢市
岩淵１丁目7-17 昭49.3.28

理事長
奥野 勇

7  社  伊勢神宮カケチカラ会
伊勢市
宇治浦田2-2-6 昭26.6.20

会長
藤波 俊也

8  財  伊勢湾海洋スポーツセンター
津市
津興港中道北官370 昭45.10.8

理事長
近藤 康雄

9  財  上野市文化都市協会
上野市
小田町467 平9.5.15

理事長
今岡 睦之

10  社  江馬報徳社
多気郡宮川村
江馬414-1 昭29.2.17

理事社長
鳥本 朔生

11  財  大井松華会
鈴鹿市
白子本町8-18 昭20.10.12

会長
大井 好定

12  財  大内山塾
度会郡大内山村
1115 昭59.3.26

理事長
小倉 文也

13  財  岡田文化財団
四日市市
鵜の森1-4-3 昭55.2.8

理事長
岡田 卓也

14  財  覺真教育振興財団
伊勢市
本町7-3 平3.8. 5

理事長
覺田 嘉榮

15  社  上真手報徳社
多気郡宮川村
上真手 昭29.2.7

理事社長
中屋 幸信

16  社  亀山古武道保存振興会
亀山市
東町1-8-26 昭60.10.7

理事長
小林 正郎

17  財  亀山市地域社会振興会
亀山市
野村町2-5-1 昭51.9.28

理事長
一見 茂

18  財  粥見教育振興会
飯南郡飯南町
大字粥見3950 昭35.9.27

理事長
山本 亮二

19  社  川北報徳共同社
一志郡嬉野町
字川北1364 明44.5.20

理事社長
鈴木 純一

20  財  ぎょれん育英会
津市
広明町323-1 昭46.3.27

理事長
三谷 勝次

21  財  国史跡斎宮跡保存協会
多気郡明和町
馬之上９４５ 平1.7.1

理事長
木戸口 眞澄

22  社  熊内報徳社
多気郡宮川村
熊内159 昭29.2.7

理事社長
岡村 金郎

23  社  栗谷報徳社
多気郡宮川村
栗谷211 昭29.2.7

理事社長
前田 節生

24  財  くわしん福祉文化協力基金
桑名市
大央町20番地 平8.1.22

理事長
伊藤 照夫

25  財  桑名市文化・スポーツ振興公社

桑名市
中央町三丁目
20番地 平6.4.1

理事長
水谷 元

26  社  小切畑報徳社
多気郡宮川村
小切畑389 昭29.2.7

理事社長
仲井 衛

公益法人一覧表

62



27  財  古和浦公民館
度会郡南島町
古和浦147-22 昭23.6.30

理事長
上村 辰也

28  社  神津佐報徳社
度会郡南勢町
神津佐515番地 明43.2.18

理事長
市川 一登

29  財  三銀熊野育英会
熊野市
木本町475 昭43.2.23

理事長
谷川 憲三

30  財  三泗教育会館
四日市市
西伊倉町2-8 昭42.3.4

理事長
武内 克彦

31  財  四高会
四日市市
富田4-1-43 昭44.12.27

会長
熊澤 誠一郎

32  財  泗商学園会
四日市市
尾平町2705 昭32.8.13

理事長
片山 茂則

33  社  下真手報徳社
多気郡宮川村
下真手435－2 昭29.2.7

理事社長
喜多 良之

34  社  清水報徳社
多気郡宮川村
清水884 昭29.2.7

理事社長
左近 幸男

35  財  神武参剣道場
志摩郡磯部町
上之郷上ノ里375-1 昭56.6.30

理事長
山路 啓雄

36  社  菅木屋報徳社
多気郡宮川村
菅木屋203 昭29.2.17

理事社長
小伊豆 四郎

37  財  鈴屋遺蹟保存会
松阪市
殿町1536-7 昭17.3.10

理事長
下村 猛

38  財  石水会館
津市
丸之内9-18 昭5.6.28

理事長
川喜多 貞久

39  社  薗報徳社
多気郡宮川村
薗390－4 昭29.2.17

理事社長
橋本 和之

40  財  大得寺維持会
度会郡玉城町
田丸149 大12.1.13

理事
教来石 信雄

41  財  大日本みそぎ会
伊勢市
岩淵1-2-33 昭14.12.27

理事長
林 敏彦

42  財  高田青少年育成会
津市
一身田町2819 昭46.9. 3

会長
常磐井 猷麿

43  財  多度青少年会館
桑名郡多度町
多度1681 昭53.7.20

理事長
石川 久大

44  財  澄懐堂
四日市市
鵜の森1-1-19 昭61.4. 8

理事長
清水 小彌太

45  財  津市社会教育振興会

津市
大字神戸
字小世古1680-1 昭54.8.25

理事長
松田 義廣

46  財  津徳本会
津市
大谷町１番地 昭29.3.30

理事長
小妻 道生

47  社  通町月中会
伊勢市
通町1339 昭46.12.22

理事長
堀口 新左衛門

48  財  特殊教育振興財団居仁会
四日市市
日永5039 昭54.12.24

理事長
藤田 貞雄

49  財  鳥羽市武道振興会
鳥羽市
大明東町1-6 昭52.12.22

会長
川村 光徳

50  社  夏草報徳社
志摩郡磯部町
山原794 明43.1.26

理事社長
羽根 楠也

51  財  名張市社会教育振興会
名張市
松崎町1325-1 昭56.9.10

理事長
中川 博

52  財  日本カモシカセンタ－
三重郡菰野町
菰野8504番地 昭48.12.26

理事長
飯田 浩

53  財  白寿会
三重郡楠町
大字北五味塚1750 昭56.4.28

理事長
倉田 澄子

54  財  芭蕉翁顕彰会
上野市
丸之内117-13 昭30.10.5

会長
今岡 睦之
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55  社  東大淀報徳社
伊勢市
東大淀町264 大2.1.10

理事社長
山中 久敏

56  財  戊申相互会
松阪市
駅部田町1427 昭6.4.25

理事長
上森 修

57  社  本田木屋報徳社
多気郡宮川村
本田木屋116 昭29.2.17

理事社長
小椋 友行

58  財  前田教育会
上野市
大谷670番地 平1.3.23

理事長
前田 維

59  財  松阪徳義社
松阪市
殿町1274 明33.6.13

理事長
世古 貞雄

60  財  三重県学校給食会
津市
栄町1-891 昭31.12.1

理事長
土橋 伸好

61  財  三重県学校保健会
津市
広明町１３ 昭38.8.19

会長
加藤 正彦

62  財  三重県韓国人教育会
津市
西丸之内24-33 昭57.3.26

理事長
李 東翼

63  財  三重県教育弘済会
津市
桜橋２丁目142 平1.12.20

理事長
畑地 晃

64  財  三重県教育文化会館
津市
桜橋２丁目142 昭39.6.24

理事長
前嶌 徳男

65  財  三重キリスト教青年会
四日市市
阿倉川町14-16 昭58.3.26

理事長
塚本 浩巳

66  社  三重県航空協会
伊勢市
東大淀町750 昭48.7.12

会長
岡井 紀道

67  財  三重県公立学校職員互助会
津市
栄町1-891 昭44.10.4

理事長
中村 正昭

68  財  三重県国際教育協会
津市
桜橋2-142 平 4.3.31

理事長
西地 保宏

69  財  三重県体育協会
鈴鹿市
御薗町1669 昭46.2.12

理事長職務代理者
常務理事 谷口繁

70  財  三重県退職教職員互助会
津市
桜橋２－１４２ 昭48.2.2

理事長
植地 英志

71  財  三重県武道振興会

津市
栗真中山町
一色816-6 昭52.8.15

理事長
石井 三好

72  財  三重県文化振興事業団 

津市
一身田
上津部田１２３４ 平4．3.25

理事長
武村 泰男

73  財  三重県立美術館協力会

津市
大谷町１１
三重県立美術館内 昭58.3.26

理事長
宮原 九一

74  財  三重同工会
松阪市
殿町1242 昭37.3.31

理事長
葛原 定郎

75  社  茂原報徳社
多気郡宮川村
茂原262 昭30.2.22

理事社長
野呂 幸助

76  財  諸戸育英会
桑名市
桑名663 大7.12.19

理事長
諸戸 正和

77 財  諸戸会
桑名市
太一丸１８ 平13.3.13

理事長
諸戸 精孝

78  財  四日市市学校給食協会
四日市市
昌栄町21-10 昭35.7.7

理事長
佐々木 龍夫
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警察本部

番
号

設   立
年月日

代   表   者
職名・氏名

1 財団 三重県警察職員互助会
昭和４７年
８月８日

理事長
飯島   久司

2 社団 三重県防犯協会連合会
昭和６１年
２月２６日

会   長
水谷   光男

3 社団 三重県警備業協会
昭和６３年
４月３０日

会   長
竹内   裕

4 財団 暴力追放三重県民センター
平成４年

３月３１日
会   長

野呂   昭彦

5 財団 三重県交通安全協会
昭和３１年
７月４日

会   長
岩見   道生

6 社団 三重県安全運転管理協議会
昭和５４年
１２月７日

会   長
永井  啓弐

7 社団 三重県自家用自動車協会
昭和３８年
６月６日

会   長
永井  啓弐

8 社団 三重県指定自動車教習所協会
昭和５９年
６月１日

会   長
倉田  謙文

公益法人 一覧表

                                                          
三重県津市栄町１－１００

（０５９－２２２－０１１０）

名                  称
主たる事務所の所在地等

（電   話   番   号）

                                                          
三重県津市栄町１－１００

（０５９－２２５－４３３３）

                                                          
三重県津市栄町１－８５５

（０５９－２２３－１０９４）

                                                          
三重県津市大字垂水２５６６

（０５９－２２３－３０３０）

                                                         
三重県津市栄町３－２２２

ソシアビル５Ｆ
（０５９－２２９－２１４０）

                                                          
三重県津市栄町１－９５４

三重県民サービスセンター内
（０５９－２２８－９６３６）

                                                          
三重県津市雲出長常町字六の割

１１９０－１
（０５９－２３４－８６２８）

                                                          
三重県津市雲出長常町字六の割

１１９０－１
（０５９－２３４－８６２６）
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部局 委託者 受託者
引受許可
年月日

信託目的

生活 北川和彦 中央三井信託銀行㈱ 平2.6.20 奨学金支給（就職進学支度金支給）

生活
四日市ＮＰＯひろば
四日市市 中央三井信託銀行㈱ 平12.6.29 市民活動育成

教育 賀川ヒサ子 ＵＦＪ信託銀行（株）昭60.10.24 教育振興

教育 二光（資） りそな信託銀行（株）平3.2.26 奨学金支給

公益信託一覧表

名 称

ジャスミン高齢者教育振興基金

鳥羽市二光奨学基金

鈴鹿市交通遺児育成援助基金

四日市市民活動ファンド
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三重県公益法人等年次報告 平成１５年度（ ）

平成１５年１０月発行

三重県総務局政策法務チーム

〒514－8507 津市広明町１３

電話 059-224-2163




